


感染性廃棄物処理マニュアルに基づく 
新型コロナウイルスによる感染性廃棄物の取扱いについて 

感染性廃棄物処理マニュアル 
該当箇所 留意・運用事項 

4.2梱包 
感染性廃棄物は、容器に入れ
た後密閉する。 

プラスチック製で耐貫通性のある堅牢な容器を使用して
ください。 
密閉できる容器であっても、容量以上の廃棄物を無理に
上から押して詰め込む等により、運搬途中で蓋が外れる
ことがあります。容量に見合った量を入れ、蓋が外れ無
い状態（密閉状態）が保たれるように梱包して排出して
ください。 
 
（理由：より安全・確実な取扱いが可能であり、それによ
り迅速な処理を実施できるようにするため。飛散・流出
を防止するため。） 

4.3施設内における保管 
感染性廃棄物は他の廃棄物と
区別して保管しなければなら
ない。 
4.5表示 
感染性廃棄物を収納した容器
には、感染性廃棄物である旨
及び取り扱う際に注意すべき
事項を表示するものとする。 

新型コロナウイルスを含む感染性廃棄物は、他の廃棄物
と区別して保管してください。 
また新型コロナウイルスを含む感染性廃棄物であること
が当該廃棄物を取り扱う感染性廃棄物処理業者に分かる
よう目印を表示してください。 
 
（理由：中間処理施設において優先的に焼却処理などを
するため、収集運搬の時点から他の廃棄物と区分して取
り扱う必要があるため。） 

5.1委託契約 
適正な処理のために必要な次
に掲げる事項に関する情報 
エその他感染性廃棄物を取り
扱う際に注意すべき事項 

新型コロナウイルスによる感染性廃棄物を廃棄する時に
は、委託している感染性廃棄物処理業者に対して、当該
廃棄物である旨を廃棄前に連絡（事前連絡）してくださ
い。 
適正な処理のために必要な事項の伝達は、感染性廃棄物
版データシート（別添：連合会提案）を用いてください。 
 
（理由：安全・確実な取扱いをするため。また中間処理施
設において優先的に焼却処理などをするため。） 

 
【感染性廃棄物処理マニュアルの見直し（改訂）】 
3. 新型コロナウイルス感染症のみならず感染性廃棄物については、産業廃棄物処理業従

事者の感染を防ぐ観点から、安全な取扱い方法（容器外装表面の汚染防止方法、保管施
設等の消毒、殺菌及び滅菌の必要の有無、並びに必要であればその方法、保護具の使用
方法など）を具体的に明記してください。 

 
【その他】 
4. 新型コロナウイルスに関する新たな知見が得られた場合には、正確かつ迅速に情報を

提供してください。 
5. 新型コロナウイルスによる感染性廃棄物について、取り扱う従事者の感染等により、当

該処理を委託された業者が収集、運搬又は処分を行うことが困難となった場合にも、円
滑かつ適正に処理が行われるよう、制度・運用について検討してください。 

以上 
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